
バームハイツ西葛西自治会会則 

令和２年１２月２０日改定 

平成２１年５月２４日改定 

平成１６年７月２９日改定 

平成１６年２月１日 改定 

平成１６年１月５日 初稿作成 

第一章  総則 

第一条 名称 

本会は、『バームハイツ西葛西自治会』（以下「会」という）と称する。 

第二条 事務所 

会の事務所は、バームハイツ西葛西内に置く。 

第三条 目的 

会は、会員相互および近隣住民との協力のもと、バームハイツ西葛西管理組合と連携

し、住みよい生活環境と安全・安心な暮らしの維持・向上を図るとともに、会員の親睦と福

祉の増進に努め、もって地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 

二  会は、政治または宗教に関する活動および会の運営に資すると会が認めた場合を除く

営利目的の活動をしてはならない。 

第四条 活動 

会は前条第一項の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１） 会員及び地域の安全に資する活動 

（２） 会員及び地域の生活環境の維持・向上に資する活動 

（３） 会員相互及び地域住民との親睦または交流を図る活動 

（４） 行政および関連諸団体との連絡、折衝、協力、交流に関する活動 

（５） その他、会の目的を達成するために必要な活動 

 

第二章  会員 

第五条 会員の構成 

会の会員は、バームハイツ西葛西の居住者とし、１世帯を１単位とする。 

二  次の居住者はそれぞれ１単位とみなす。 

（１） ２住戸以上を専有する居住者。 

（２） １住戸に２世帯以上同居する家族。 

第六条 会員の資格の取得 

居住者は、世帯主が所定の入会届を会長に提出することにより会員の資格を取得す

る。 

なお、会員情報に変更が生じた場合は、変更届により変更する。 

第七条 会員の権利 



会員は次の権利を有する。 

（１） 自治会の行う活動に参加し、共通の利益を受けること。 

（２） 自治会の総会・運営会議・その他の会議に出席し、意見の発表及び質問をするこ

と。 

（３） 自治会の役員の選出に関し、この会則の定めるところにより選び、選ばれること。 

（４） 自治会の保管する関係書類を閲覧すること。 

第八条 会員の義務 

会員は次の義務を負うものとする。 

（１） この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。 

（２） 会費を納入すること。 

第九条 退会 

会員は、所定の退会届を会長に提出することにより、会員資格を失う。 

 

第三章  役員 

第十条 種別 

会に次の役員を置く。 

（１） 会長        １名 

（２） 副会長       若干名 

（３） 会計        若干名 

（４） 監事        若干名 

（５） 書記        若干名 

第十一条 職務 

役員の職務は次の通りとする。 

（１） 会長は、会を代表し、会務を統括する。 

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 

（３） 会計は、会の出納事務を担当し、必要な書類を整備・管理する。 

（４） 監事は、会の会計監査を行う。 

（５） 書記は、総会、運営会議、その他の会議の議事録を作成し、保管する。 

第十二条 選任 

役員の選任は、次の手続きによる。 

（１） 役員は、総会において、会員のうちから選任する。 

（２） 役員候補者は、運営会議の決議を得て、総会に提出する。 

（３） 各役員の担当する種別は、運営会議において定める。 

（４） 監事と他の役員は、相互に兼ねることはできない。 

（５） 役員に事故あるとき又は欠けたときは、速やかに運営会議において後任の候補者を

定め、総会において選任する。 



第十三条 任期 

（１） 役員の任期は、１年とする。ただし再任を妨げない。 

（２） 役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を遂

行する。 

（３） 後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第十四条 解任 

役員が会則に違反し、あるいは役員にふさわしくない行為を行ったと認められるときは、

総会において議決権のある会員総数の過半数の議決をもって当該役員を解任することが

できる。 

 

第四章  総会 

第十五条 種類 

会の総会は、定例総会と臨時総会とする。 

第十六条 構成 

総会は、会の最高議決機関であり、会員をもって構成する。 

二  総会の議決権は、会員１世帯につき１議決権とする。 

第十七条 権限 

総会は、次の事項を審議し、議決する。 

（１） 役員の選任及び解任 

（２） 活動報告及び決算報告 

（３） 活動計画及び予算 

（４） 組織の設置・改廃 

（５） 会則の変更 

（６） その他、運営会議において必要と認められた事項 

第十八条 開催・議決 

（１） 定例総会は、毎年１回、会計年度終了後２カ月以内に開催し、会長が招集する。 

（２） 臨時総会は、運営会議が必要と認めたとき、または議決権のある会員の過半数か

ら請求があったときに開催する。 

（３） 総会は、別途定めのある場合を除き、議決権のある会員の過半数の出席（委任状

を含む）をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。 

   なお、可否同数の場合は、議長がこれを決する。 

（４） 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし会長は、自ら適任と認める会員を議長

に指名することができる。 

（５） 総会で議決した内容は、できるだけ速やかに会員に対し、書面による配布または掲

示をもって通知する。 

 



第五章  運営会議 

第十九条 構成 

運営会議は、役員をもって構成する。 

第二十条 職務 

運営会議は、総会に次ぐ議決機関であり、次の職務を行う。 

（１） 総会で議決した事項の執行および管理 

（２） 会の運営に関し総会の議決を要しない事項の執行および管理 

（３） その他の必要かつ緊急を要する事項 

第二十一条 開催・議決 

（１） 運営会議は、会長が必要と認めたとき、または役員の過半数から請求があったとき

に開催する。 

（２） 運営会議は、役員の過半数の出席をもって成立し、出席役員の過半数をもって議

決する。 

（３） 運営会議の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長は、自ら適任と認める役員

を議長に指名することができる。 

 

第六章  会計 

第二十二条 収入 

会の収入は次に掲げるものをもって構成する。 

（１） 会費 

（２） 活動に伴う収入 

（３） 寄付金 

（４） その他の収入 

 

第二十三条 支出 

会の経費は、予算に基づき支出する。 

第二十四条 資産の管理 

資産は、会長が管理し、その方法は運営会議の議決による。 

第二十五条 会費 

会費は、１世帯あたり月額２００円、年額２，４００円とする。 

第二十六条 会費の徴収 

区分所有する居住者とその他居住者の会費の徴収は、次の通りとする。 

(1) 区分所有する居住者は、管理組合に代行徴収を委託することとする。 

なお、現金支払を希望する場合は、毎年４月に１年分の会費を現金で徴収する。 

(2) その他居住者は、現金支払とする。毎年４月に１年分の会費を現金で徴収する。 

第二十七条 既納会費の処理 



退会した者は、既に納付した会費の返還を請求することができない。また、本会の資産に

ついては何等の権限も有しない。 

第二十八条 活動計画および収支予算 

会の活動計画書および収支予算書は、会長が作成し、運営会議の議決を得た後、総会

の議決を得なければならない。 

第二十九条 活動報告および収支決算 

会の活動報告書および収支決算書は、会長が作成し、監事の監査を経て運営会議の議

決を得た後、総会の承認を得なければならない。 

第三十条 収支差額の処分 

会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、翌会計年度に繰り越すものと

する。 

第三十一条 会計年度 

会の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

 

第七章  会則の変更および解散 

第三十二条 会則の変更 

この会則を変更するときは、総会において議決権のある会員の４分の３以上の議決を得

なければならない。 

第三十三条 解散、残余財産の処分 

会を解散するときは、総会において議決権のある会員の４分の３以上の議決を得なけれ

ばならない。 

二  解散時の残余財産は、総会において議決権のある会員の４分の３以上の議決を得

て、類似の目的を持つ団体、公的機関等に寄付するか、あるいは、議決権のある会員全

員の念書添付を条件に、バームハイツ西葛西管理組合に管理費一時金として納入するこ

とができるものとする。 

 

第八章  雑則 

第三十四条 委員会 

（１） 会は、円滑な活動を行うため、委員会を設けることができる。 

（２） 委員会の組織、構成および運営に関して必要な事項は、会長が運営会議の議決を

得て、別に定める。 

第三十五条 書類、帳簿類の常備 

会は事務所に次の各項に掲げる書類等を常備しなければならない。 

（１） 会則 

（２） 役員名簿 

（３） 総会議事録 



（４） 運営会議議事録 

（５） 予算書、決算書、活動計画 および これに付随する書類 

（６） その他必要な書類、帳簿類 

第三十六条 個人情報の取扱 

（１） 個人情報は、会長が管理する。 

（２） 個人情報の利用目的は、自治会の会議・諸行事の連絡、会費の徴収など自治会運

営のためとする。また、会員名簿を作成する。 

（３） 個人情報を利用目的以外で利用する場合は、本人の同意を得なければならない。 

（４） 個人情報が含まれる帳票類は、鍵のかかる保管庫等で保管すること。 

（５） 個人情報のデータファイルには、情報漏洩防止のため、暗号化・パスワードを設定

すること。また、利用するパソコンには、ウイルス対策を施すこと。 

（６） 会員本人から自己の個人情報の訂正・開示をもとめられた場合は、これに応じるこ

と。 

（７） 保管する必要がなくなった個人情報は速やかに消去・削除すること。 

第三十七条 細則 

この会則の施行に関して必要な細則は、会長が運営会議の決議を経て別に定める。 

 

（ 付  則 ） 

○施行期日  本会則は、平成１６年８月１日から施行する。 

○経過措置  （１） 会則の施行期日における役員は、この細則の定めに拘わらず、その任期

は、フロアー委員については、平成１７年３月３１日まで、フロアー委員を除く

執行部委員は、平成１８年３月３１日までとする。 

（２） 会則発行に伴うその他必要な経過措置は、運営会議の起案、総会の決議を

経て別途定めることができる。 

○確認事項  （１） 会の会費原資は、第１８期バームハイツ西葛西管理組合の通常総会決議

で、CATV 受信料の資金使途変更を以って確保されている旨、本件記載を持

って確認する。 

○変更     この会則の変更は平成２１年５月２４日 自治会総会決議により、 

平成２１年５月２４日から施行する。 

（条文変更内容の詳細は、第５期定例総会資料「バームハイツ西葛西自治会会則

変更内容説明表」に記す） 

○変更     この会則の変更は令和２年１２月２０日 自治会臨時総会決議により、令和２年１２

月２０日から施行する。 

 

 

 



バームハイツ西葛西自治会  細則 

平成２１年５月２４日変更 

平成１６年７月２９日改定 

平成１６年１月５日 初稿作成 

 

  バームハイツ西葛西管理組合自治会（以下「会」と呼称する）の運営については、会則の定め

による他、本細則によるものとする。 

 

第一章  弔慰金およびその他支出 

 

第一条 弔慰金 

会員が死亡した場合は、会より弔意金を霊前に供え、弔意を表わすこととする。 

弔慰金額は、会員一律、一世帯当り￥１０､０００－とする。 

 

第二条 交付 

弔意金は、運営会議の決議を以って交付する。 

 

第三条 予算外の支出 

予算外の支出については、厳選の上、運営会議の決議、公示を経て、総会追認を条件

に、支出する。 

 

（ 付 則 ） 

○施行期日  本細則は、平成１６年８月１日から施行する。 

○変更    平成２１年５月２４日 自治会総会決議により、第一条、第三条を変更し、 

       平成２１年５月２４日から施行する。 

       （条文変更内容の詳細は、第５期定例総会資料「バームハイツ西葛西自治会会則変

更内容説明表」に記す） 


